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【別紙４】保守仕様書 

保守仕様書 

 

１．基本事項 

（１）業務の目的 

図書館システムについて、正常な稼働を維持するための運用に係る業務、ハードウエア 

並びにソフトウエアの障害復旧やセキュリティ対応等保守に係る業務を行うことにより、 

当該システムが正常かつ良好な状態に保たれ、安全で効果的な業務が滞ることなく処理 

されることを目的とする。 

正常な稼働とは以下の３点を満たした状態と定義する。 

   ① 利用可能時間にサービスをいつでも利用できること 

② 利用可能時間にサービスを利用して遅延なく業務が行えること 

③ データが破壊や改竄、不正アクセスなどの脅威から守られること 

 

（２）図書館システム機器設置場所及び作業場所 

図書館システム機器設置場所については以下のとおりとする。 

No 施設名称 住   所 

1 羽生市立図書館 羽生市大字下羽生 948番地 

 

（３）業務の範囲 

システム、ソフトウエア（ホームページを含む）、ハードウエアの運用・保守を行うもの 

であり、以下を業務範囲とする。 

１ システム・ソフトウエア・ハードウエアの運用 

２ システムの稼働監視 

３ システム・ソフトウエア・ハードウエアの障害対応・復旧 

４ システム・ソフトウエア・ハードウエアの障害原因調査・報告 

５ システムのログ収集・管理 

６ システムのバージョンアップ及びパッチ適用 

７ セキュリティインシデント対応 

８ セキュリティ対策ソフトウエアの管理・更新 

９ 各種ドキュメントの作成 

１０定例会等の開催及び議事録の作成 

本システムの調達明細は「【別紙３】導入予定機器一覧」に示すものとする。 

 

 

 



２．運用・保守業務実施要件 

（１）運用・保守業務要員 

受注者は、責任を明確化し、市からの問い合わせに速やかに対応できる体制を整備すると 

ともに、運用保守に必要な知識及び技能を有した人材を、以下のとおりに配置すること 

また、運用保守連絡体制図を毎年４月に提出すること 

①プロジェクト責任者 

業務全体を統括し、関係者間の調整をする全体責任者を１名配置すること 

②担当者 

作業の範囲、権限及び責任を明確化し、作業の工程や内容等に応じて、プロジェクト 

責任者の下で作業に従事するものを複数名配置すること。担当者は従事する作業に 

関する知識・技能を有した司書資格保有者を最低１名配置し、図書館システム専任の 

技術者がその任にあたること（司書資格証明書もしくは代替となる証明の写しを提出） 

 

（２）運用・保守対象時間 

①システム稼働時間 

原則ＷｅｂＯＰＡＣは２４時間３６５日、開館時間を考慮し、業務システムは 

午前７時３０分から午後８時は停止させないこと。保守作業やデータバックアップ等 

のために計画されたシステム停止を行う場合、停止時間を可能な限り短縮すること 

ただし、やむを得ず緊急のシステム停止が必要な場合は、市と調整のうえ対応する 

こと 

②保守対応受付時間 

システムおよび機器に関する保守サービスは、一括受付コールセンターを準備し、 

年末年始（１２月２９日～１月３日）を除き２４時間３６５日受付可能とする。サーバ、 

パソコン、ネットワーク機器については原則オンサイト訪問修理対応とする。作業実施 

日時についてはシステム管理者と十分協議の上で対応すること。ただし、サーバ障害に 

ついては受注者がクラウドで提供することからこの限りではなく、緊急を要する場合 

については、速やかに対応を行うこと 

  

（３）運用・保守業務内容 

①受注者はシステム、ハードウエアについて故障もしくは障害が発生したとき、速やかに 

障害発生原因の診断及び切り分けを行い、緊急修理等の保守業務を実施すること。また、 

その手順を示した障害対応フローを作成すること 

②受注者が納入したシステムやハードウエアに起因するシステムの破損等の重度の障害 

であった場合、早急に復旧作業に着手するものとし、復旧までの目安は受注者への連絡 

後、４８時間以内とする。ただし、運用上差し支えのない軽微な障害であった場合には、 

システム管理者との協議により後日の対応とすることができる。 



 

③障害発生時には、対応の遅れが生じないよう進捗状況を管理し、必要に応じ随時報告 

すること。また、課題管理表を作成し、障害・課題の発生から解決までの進捗状況を 

管理すること 

④ホームページ改ざんやウイルス感染が発生した場合、受注者は委託者と協議の上、原因 

調査に協力すること 

⑤ソフトウエア（ＯＳ、ミドルウエア、ホームページ等）保守の契約期間中は、 

ソフトウエアの不具合等の対応について、速やかにサポートすること。また、システム 

を構成する全てのソフトウエア(ＭＳ Ｏｆｆｉｃｅ含む)は、メーカーが保守対象と 

しているバージョンを使用すること 

   ⑥システムを構成するソフトウエアについては、年１回以上のアップデートを実施し、 

また、ネットワーク診断も適宜実施すること 

⑦システムを構成するソフトウエアに、セキュリティーホール及びバージョンアップ情報 

等が公開され、セキュリティに関して重大な修正を含む場合は、受注者はシステム 

管理者に報告し、対応について必要な提案を行うこと。提案について委託者と協議し、 

合意内容について、適切かつ迅速に対応すること 

⑧パッケージ保守において、システム稼働後に発生した軽微なカスタマイズ追加で 

あっても保守費用の範囲内で対応できない場合は、毎年のカスタマイズ費用を含める 

こと 

⑨システムが有するデータの完全性を確保するため、定期的に各サーバおよびデータ 

ベース等のバックアップを自動（スケジュール設定）で取得すること 

 

（４）蔵書点検時の支援 

①年 1回の蔵書点検時にデータ確認支援を行うこと。また、蔵書点検時（もしくは指定 

期間）必要がある場合には、原則、ハンディターミナルを１５台程度図書館へ貸出する 

こと。ただし、費用がかかる場合は、今回の費用に含めること 

 

（５）定例会の開催 

①定例会を３か月に 1 回(年４回)実施し、営業及び技術者が現地訪問にて対応すること。 

また、障害対応やバージョンアップ等の説明、図書館からの依頼対応など積極的な保守 

対応を行うこと 

②定例会の議事録は受注者が作成し、定例会終了後５営業日以内に提出すること 

 

 

 

 



 

３．提出書類 

（１）成果物一覧 

本業務において納入すべき成果物（各種ドキュメント）は、以下のとおりとする。 

Ｎｏ 成果物 成果物の形態 提出タイミング 

1 運用保守連絡体制図 書面／電子データ 保守開始前/変更時 

2 課題管理表 書面／電子データ 定例会時 

3 議事録（定例会、臨時会議等） 書面／電子データ ５営業日以内 

 

４．遵守事項 

（１）受注者の責務 

①受注者は、本業務の実施に当たって、法令並びに羽生市の条例、規則及び規定等を遵守 

し、その適用及び運用は、受注者の責任において適切に行わなければならない。 

②受注者は、市と協議し、本業務を誠実に、かつ、常に滞りなく処理しなければならない。 

③受注者は本業務の遂行に必要な場合を除き、市の承諾なく成果物等（未完成の成果物、 

貸与資料及び業務を行う上で得られた記録等を含む。）を第三者に閲覧、貸与または 

譲渡してはならない。 

④受注者は、業務上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。このことは、契約の 

解除及び期間満了後においても同様とする。 

⑤受注者の業務従事者やその他の者が、市の承認を得ることなく本業務の内容を漏洩し、 

又は業務上知り得た個人情報を漏洩したことが明らかな場合は、受注者に対して損害 

賠償の請求を行うことができる。また、受注者は外部に流出した名簿等の媒体を回収 

しなくてはならない。 

 

（２）資料の貸与及び返却 

①受注者は、本業務に必要な個人情報を含まない資料、データ等で市が貸与可能と判断 

したもの（以下「業務資料」という。）については、市から借り受ける事ができる。 

②受注者は、業務資料を善良な管理者の注意をもって取り扱わなければならない。万一、 

紛失した場合は、受注者の責任と費用負担において代品を納めもしくは原状に復し返還 

し、またはこれに代えてその損害を賠償しなければならない。 

③受注者は、業務完了時に市へ業務資料を返却しなければならない。 

 

（３）契約不適合責任 

①受注者が作成し、市が承諾したシステム及び各種文書等の成果物において、納品後に 

不具合や不一致等が発見された場合には、受注者の責任に帰すべき事由により生じた 

ものは、無償で是正処置を行うこと。なお、契約不適合責任は本システムの稼働日から 



１年間とする。 

（４）その他 

   ①受注者は仕様書に明示のない場合、もしくは疑義が生じた場合は、市と協議するもの 

とする。 

以上 


